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はじめに

本県の農業は，温暖な気候や，南北６百キロメートルに及ぶ広大な県土な

どを生かして，黒毛和牛や黒豚，お茶，さつまいもなど，多様な農畜産物が

生産され，日本の食料供給基地として重要な役割を果たしております。

しかし一方では，世界的な物流の混乱やロシアによるウクライナ侵攻，円

安等による燃料・肥料・飼料などの生産資材の高騰により，農業生産の現場

では，多くの生産者が厳しい状況に直面しております。

このような中，本県の基幹産業である農業を持続的に発展させていくため，

県では，「かごしま食と農の県民条例に基づく基本方針」に基づき，担い手

となる大規模経営体や後継者の確保・育成，６次産業化による付加価値向上，

積極的なトップセールスを通じたブランド化推進・販路拡大，農畜産物の輸

出拡大，アンテナショップやウェブサイトを活用した情報発信など，生産・

加工・流通・消費に至る施策を一体的に展開しております。

本年度の「かごしまの食，農業及び農村に関する年次報告書」では，以上

のような観点から，直近１年間の「食，農業及び農村の動向」並びに令和４

年度の「食，農業及び農村の振興に関する施策及びその成果」を取りまとめ

ました。

本報告書が，本県の食，農業及び農村に対する皆様の理解を深めていただ

く一助となれば幸いです。

この報告は，かごしま食と農の県民条例第19条の規定に基づくものである。

かごしま食と農の県民条例（抄）

（施策の実施状況の報告等）

第19条 知事は，毎年，県議会に食，農業及び農村の動向並びに食，農業

及び農村の振興に関して実施した施策及びその成果に関する報告書

を提出するとともに，これを公表しなければならない。
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